
大阪 広域 水道 企業 団 行 政不 服審 査法 施行 条例 の一 部を 改正 する 条例を

公布する 。  

令和元年 11月 22日  

大阪広域水道企 業 団  

企業長  永藤  英 機  

大阪広域水道企 業 団条例第２ 号  

大阪 広 域水 道企 業 団行 政 不服 審査 法 施行 条 例の 一部 を 改正

する条例  

大阪 広域 水道 企業 団行 政不 服審 査法 施行 条例 （平 成 28年大 阪広 域水道

企業団条例第 ２ 号 ）の一部を次の よ うに改正す る。  

次の 表の 改正 前の 欄に 掲げ る規 定を 同表 の改 正後 の欄 に掲 げる 規定に

下線で示すよう に 改正する。  

改正後  改正前  

別表（第２条関係）  

（略） 
 

別表（第２条関係）  

（略） 
 

備考  備考  

１・２  （略）  １・２  （略）  

３  交 付 す る 用 紙 につ い て は 、 原 則 と し

て 、 日 本 産 業 規 格 Ａ 列 ３ 番 ま で の 大 き

さ の 用 紙 を 用 い る こ と と し 、 こ れ を 超

え る 大 き さ の 規 格 の 用 紙 を 用 い た 場 合

に つ い て は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ 列 ３ 番 に

よ る 用 紙 を 用 い た 場 合 の 枚 数 に 換 算 し

て枚数を計算するものとする。  

３  交 付 す る 用 紙 につ い て は 、 原 則 と し

て 、 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ３ 番 ま で の 大 き

さ の 用 紙 を 用 い る こ と と し 、 こ れ を 超

え る 大 き さ の 規 格 の 用 紙 を 用 い た 場 合

に つ い て は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ３ 番 に

よ る 用 紙 を 用 い た 場 合 の 枚 数 に 換 算 し

て枚数を計算するものとする。  

   附  則  

 この条例は、 公 布の日から施行 す る。  


